
東近江市開発行為等の違反に関する事務処理要綱

平成３１年２月２２日

訓令第２号

（目的）

第１条 この要綱は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」とい

う。）第３章第１節の規定に違反する開発行為並びに建築物等の建築（以下「違

反開発等」という。）の是正に関し必要な事務手続を定めることにより、迅速か

つ適切な事務処理を図り、もって法の適正な執行に資することを目的とする。

（事務処理上の留意点）

第２条 違反開発等を是正する事務を担当する職員（以下「職員」という。）は、

次の事項に留意しなければならない。

(1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、農業振興地域の整備に関する法

律（昭和４４年法律第５８号）、農地法（昭和２７年法律第２２９号）その他

関係法令を所管する担当職員と連携し、違反に対して適切な指導を行わなけ

ればならない。

(2) 違反の事務処理は、迅速、正確かつ積極的に行い、不公平な処分にならな

いよう十分留意し、違反行為者、工事施工者その他の関係人（以下「違反者

等」という。）に対して安易かつ不用意な言動は、慎まなければならない。

(3) 発生した違反は、その初期の段階で措置しなければならない。

(4) 次条第１項の現地調査を実施するときは、法第８２条第２項に規定する身

分証明書を携帯し、関係人の求めに応じ身分を明らかにしなければならない。

(5) 他人の住居に立ち入る場合は、あらかじめその居住者の承諾を得なければ

ならない。

（現地調査）

第３条 職員は、違反を発見し、又は通報を受けたときは、速やかに現地調査を

実施するものとする。

２ 職員は、違反の疑いがあるものについては、開発主、建築主並びに工事施工

者その他関係人から事情を聴取し、違反が明らかなときは、開発行為等違反調

査票（様式第１号。以下「調査票」という。）にその内容を明記しなければなら

ない。

３ 職員は、第１項の現地調査を実施したときは、調査票に違反の状況が把握で

きる資料を添付し、都市計画課長（以下「課長」という。）に報告しなければな

らない。

（警告）



第４条 課長は、前条の現地調査等に基づき、違反の疑いがあり警告を行う必要

があると認める場合は、開発主、建築主並びに工事施工者その他関係人に対し

警告書（様式第２号）を交付するものとする。

（違反事実通知）

第５条 課長は、第３条第３項の規定による報告によって違反の事実が認められ

る場合は、是正する必要がある違反者等に対して違反事実に係る通知書（様式

第３号）を交付するものとする。ただし、職員が違反者等に対して違反事実を

口頭で通知したときは、この限りでない。

（他法令違反の報告）

第６条 職員は、当該違反が他の法令にも抵触すると思料するときは、速やかに

関係課に対し調査票に違反の状況を把握できる資料を添付し報告しなければな

らない。

（是正方針の決定）

第７条 職員は、違反の是正方針について関係課職員と協議し、課長に協議した

結果を報告するものとする。

２ 課長は、前項の協議結果を総合的に勘案し、違反開発等の是正方針を決定し

なければならない。

（重大な違反の報告及び措置）

第８条 課長は、違反開発等の内容が他に重大な影響を及ぼすおそれがある事案

については、その概要を都市整備部長（以下「部長」という。）に報告し、その

指示を受けて措置するものとする。

（事情聴取）

第９条 課長は、違反者等又は違反の疑いのある者に来庁を求めて事情の聞き取

りを行う場合は、呼出通知書（様式第４号）により通知するものとする。ただ

し、現地調査において事情聴取を行う場合、緊急を要する場合又は第４条の警

告書により来庁を求めて行う場合は、この限りでない。

（是正指導）

第１０条 職員は、違反事実の内容が軽微なもの又は容易に適法な状態に是正で

きる見込みのあるものについては、違反者等に対して口頭による是正指導の指

示（以下「口頭指示」という。）を行うことができる。

２ 部長は、口頭指示以外の是正措置を行う必要があると認める場合又は違反者

等が口頭指示に従わない場合には、違反者等に対して是正勧告書（様式第５号）

により勧告を行うものとする。ただし、緊急に監督処分を行う必要のあるとき

は、この限りでない。



３ 違反者等は、口頭指示又は勧告を受けた場合には、是正計画書（様式第６号）

を部長に提出しなければならない。

（弁明書の様式）

第１１条 行政手続法（平成５年法律第８８号）第２９条第１項の弁明書は、様

式第７号によるものとする。ただし、弁明を記載した書面が内容を充足してい

る場合はこの限りでない。

（監督処分）

第１２条 市長は、法第８１条第１項の規定による監督処分（以下「監督処分」

という。）をする場合は、是正命令書（様式第８号）によるものとする。

２ 法第８１条第３項の標識は、様式第９号によるものとする。

３ 監督処分をした場合は、課長は、法第４６条の開発登録簿の備考欄に、監督

処分をした旨及びその内容を付記するものとする。

（電気等の供給承諾の保留要請）

第１３条 市長は、監督処分を行った場合は、必要に応じて、当該監督処分に係

る土地又はその土地に存する建築物等につき、当該土地の区域を所管する電気

事業者、ガス事業者又は水道事業者（以下「電気事業者等」という。）に対し、

様式第１０号により電気、ガス又は水道（以下「電気等」という。）の供給承諾

の保留を要請するものとする。

２ 市長は、前項の要請を行う場合は、前条第１項の是正命令書の写しを添えて

行うものとする。

３ 市長は、第１項の要請をした場合、当該土地又はその土地にある建築物等の

見やすい箇所に様式第１１号の標識を設置するものとする。

（是正指導及び監督処分後の措置）

第１４条 職員は、監督処分に係る履行の状況を随時調査し、当該監督処分に係

る是正命令書どおりの是正が行われている場合は、その状況を記録する写真等

を添えて課長に報告し、課長は是正の完了を確認するものとする。口頭指示又

は是正勧告書による勧告の場合についても、同様とする。

（電気等の供給承諾の保留解除）

第１５条 市長は、違反が是正されたと認めるときは、当該電気事業者等に対し、

様式第１２号により供給承諾の保留解除の通知をするものとする。

（告発）

第１６条 市長は、監督処分に従わない者その他特に悪質な者については、違反

開発等が行われた土地を管轄する警察署長に対し、告発を行うものとする。

（行政代執行）



第１７条 市長は、監督処分の内容が履行されない場合で、当該不履行を放置す

ることが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行法（昭和２３年法律

第４３号）の規定により行政代執行を行うものとする。

附 則

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。


